
【参考②】 都市農地の貸借の円滑化に関する法律の活用事例 ～ 自ら耕作～
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【参考②】 都市農地の貸借の円滑化に関する法律の活用事例 ～ 市民農園 ～



2,269 
2,081 

490 

449 

191 

1,342 

51 

436

3,001 

4,308 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

（農園数）

（年度）
地方公共団体 農業協同組合 農 業 者 企業・NPO等

 農地に農機具庫や休憩施設等の
市民農園に必要な施設を設置する
場合、市民農園整備促進法の手続
をとれば、特定農地貸付法や農地
転用許可の手続が不要。

貸付方式 市民農園の施設農園利用方式

【参考③】 市民農園関係の法制度等について

日帰り型市民農園

埼玉県鴻巣市
こうのとり

四季菜ファーム

農家との交流を通じて、地域コミュニ
ティの活性化、農業に対する理解を深め
る場として、子供やお年寄りまで幅広い
方々に農業体験をしていただけます。

滞在型市民農園

兵庫県多可町
フロイデン八千代

全国で初めての滞在型市民農園であり、
現在、町内には125棟の滞在型市民農園
があり日本一の規模となっています。

（単位：農園数）
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○  一般に市民農園とは、サラリーマン家庭や都市の住民の方々のレクリエーション、高齢者の生きがいづくり、生徒・児童の体験
学習などの多様な目的で農家でない者が小さな面積の農地を利用して自家用の野菜や花を栽培する農園のことをいう。

〇 農家でない者がこのような農地利用をできるよう、特定農地貸付法等により、自治体・農協・農家・企業等が市民農園を開設で
きるようになっている。

○市民農園の開設形態

○市民農園の事例

○市民農園の開設状況（令和５年３月末現在）

特定農地
貸付法

都市農地
貸借法

市民農園整備促進法
計

貸付方式 農園利用

地方公共団体 1,842 239 239 2,081

農業協同組合 421 28 28 449

農業者 1,155 187 23 164 1,342

企業・NPO等 309 108 19 19 436

計 3,727 108 473 309 164 4,308

資料：農林水産省農村計画課調べ

○市民農園開設状況の推移（開設主体別）

利用者に農地を貸す方式。
原則として、特定農地貸付法（生産緑

地の場合は都市農地貸借法も活用可
能。）の手続が必要。

利用者に農地を貸さず、園主の指導の
下で利用者が継続的に農作業を行う方式。

開設者と利用者の間で農地法等の手続
は不要。



○ 農地に関する税制は、高額な税負担により農業経営の維持が困難となる可能性があることに配慮した制度となっている。
○ 市街化区域内農地に係る相続税､固定資産税は､生産緑地とそれ以外の農地の区分などに応じ､課税条件や評価が異なる仕組みと
なっている。
○ 平成30年度税制改正において、都市農地の貸借の円滑化に関する法律に基づき、生産緑地を貸借した場合には、相続税の納税猶予
措置が継続されることとなった。

※三大都市圏の特定市以外の市町村の
市街化区域農地は、評価は宅地並と
なるものの、課税の際には負担調整
措置（税額の増を前年度比最大＋１０％
までに抑制する措置）が講じられる。

○相続税納税猶予制度の適用条件等

（注１） 営農困難時の貸付けとは、猶予期間中に身体障害等により営農継続が困難となった場合の農地の貸付けをいう。

（注２） 農地バンクへの政策的貸付けに係る特例は、市街化区域を除いて認められている。

（注３） 既適用者に対する経過措置として、既存の納税猶予適用農地を引き続きすべて自作する場合は、20年継続免除を適用。ただし、適用農
地を貸し付けた場合には、適用農地はすべて終身営農する必要。)

○固定資産税

三大都市圏の特定市 三大都市圏の特定市以外の市町村

市街化区域内の農地 宅地並評価・宅地並課税 宅地並評価・農地に準じた課税（※）

生産緑地地区 農地評価・農地課税 農地評価・農地課税

農振農用地等 農地評価・農地課税 農地評価・農地課税

三大都市圏の
特定市

三大都市圏の特定市以
外の市町村

納税猶予期間の終了事由
とならない貸付け

農地転
用規制

生産緑地法上の規制

市街化区域内の農地 適用なし
適 用

（20年継続免除)
営農困難時の貸付け（注１）

事前
届出

－

終身又は30年間農地として管理
開発行為の制限生産緑地地区

適 用
（終身営農が必要）

適 用
（終身営農が必要）（注３）

営農困難時の貸付け（注１）
都市農地貸借法等による政策的貸付け

農振農用地等 適 用（終身営農が必要）
営農困難時の貸付け（注１）

農地バンクへの政策的貸付け（注２）
許可 －

Ⅴ．都市農業に関する税制措置
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（１）相続税と固定資産税について



【参考】事業承継に関する税制

個人版事業承継税制

個人事業者の集中的な事業承継を促すため、10年間限定の措置として、後継者が事業用資産を承継した際に課される贈与税・相続税

の納税額の全額を納税猶予する制度を創設。

  事業を行うために必要な、多様な事業用資産が対象。

○ 農地等以外の土地・建物［畜舎、ライスセンター等］(土地は400㎡、建物は800㎡まで。)

○ 機械・器具備品［トラクター、コンバイン、自動計量器等］

○ 車両・運搬具・船舶［トラック、漁船等］

○ 生物［乳牛、樹体等の償却資産］

○ 無形償却資産［漁業権、育成者権等］ 等

【乳牛(育成、肥育を除く)】【農機具】【農業用施設】

※農地等の贈与・相続については、別途、納税猶予制度が措置されており、これを活用できる。

令和元年１月１日から令和10年12月31日の間に行われる相続・贈与が対象。
制度を活用するためには、
①経営承継円滑化法に基づく認定が必要。
②令和７年度末までに、予め承継計画を都道府県知事に提出する必要。 ※青色申告者が対象

事業用小規模宅地特例

相続により取得した事業用宅地（最大400㎡）について評価額を80%減額。

選択制
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○ 令和元年度税制改正において、個人事業者の事業承継を促すため、10年間限定の措置として、個人事業者の土地、建物、機械・器
具備品等の承継に係る贈与税・相続税について、対象資産の納税額の全額（100％）が納税猶予される制度が創設されたところであ
り、個人事業者である農林水産事業者も同制度を活用できる。
○ また、既存の事業用小規模宅地特例は存続するため、個人事業者は選択適用が可能である。


